
小美玉市告示 167 号  

 

 

特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 10 条第 1 項の規定に基

づき、特定非営利活動法人の設立の認証申請について、次の通り申請があっ

たので、同上第 2 項の規定により公告する。  

なお、当該申請に係る同条第 1 項第 1 号、第 2 号イ、第 5 号、第 7 号及び

第 8 号に掲げる書類は、令和８年６月２４日まで、小美玉市役所市民生活部

市民協働課（小美玉市堅倉 835 番地）において公衆の縦覧に供する。  

 

令和８年６月 16 日  

 

小美玉市長   島  田  幸  三   

 

 

１．  申請のあった年月日  

令和８年６月５日  

２．  申請にかかる特定非営利活動法人の名称  

特定非営利活動法人ｑｋ  ｔａｌｋ  

３．  代表者の氏名  

中村  顕人  

４．  主たる事務所の所在地  

茨城県小美玉市与沢８７番地  

５．  定款に記載された目的  

本法人は、地域における子育て世代および保育・教育関係者に対し

て、子育て相談・情報提供・支援体制の整備を行い、子どもの健全

な育成及び保護者の福祉の増進に寄与することを目的とする。  


